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中
国
研
究
集
刊 

號
号
（
総
五
十
六
号
）
平
成
二
十
五
年
六
月　

八
二
︱
一
〇
四
頁

清
華
簡
『
良
臣
』
初
探

黑
田
秀
教

一
、
は
じ
め
に

清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
は
、
今
に
伝
わ
ら
ぬ
史
書
を
現
代
に
蘇

ら
せ
た
。
近
年
、
新
出
土
資
料
が
陸
続
と
出
土
、
公
開
さ
れ
、
古

代
思
想
史
研
究
を
賑
わ
わ
せ
て
い
る
が
、
中
で
も
清
華
大
学
蔵
戦

国
竹
簡
の
特
色
は
と
言
え
ば
、
史
伝
に
関
す
る
も
の
が
豊
富
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
は
篇
名
の
み
と
な
っ
て
い
る

『
書
』
や
『
逸
周
書
』
に
相
当
す
る
も
の
、
周
の
建
国
か
ら
春
秋

時
代
に
か
け
て
の
中
原
に
お
け
る
事
変
を
編
集
し
た
『
繫
年
』
な

ど
、
戦
国
人
士
が
見
聞
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
史
書
を
、
今
我
々

も
ま
た
目
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
炭
素
十
四

測
定
法
に
よ
り
、
西
暦
前
三
〇
五
±
三
〇
年
に
書
写
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
こ
の
竹
簡
群
は
、
ま
さ
に
戦
国
中
晩
期
に
お
い
て
伝
承
さ

れ
て
い
た
史
伝
で
あ
り
、
時
人
が
言
を
為
し
政
を
為
す
際
、
そ
の

土
台
と
し
て
い
た
歴
史
観
念
が
、
そ
こ
に
存
在
す
る
。

そ
の
第
三
分
冊
で
あ
る
『
清
華
大
學
藏
戰
國
竹
簡
（
叁
）』（
清

華
大
學
出
土
文
獻
研
究
與
保
護
中
心
編
、
李
學
勤
主
編
、
中
西
書

局
、
西
暦
二
〇
一
二
年
十
二
月
。
以
下
「
原
書
」）
に
は
、
一
風

変
わ
っ
た
史
に
関
す
る
書
籍
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
扱

う
『
良
臣
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
良
臣
』
の

内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
の
『
良
臣
』
か
ら
読
み
取
れ
る
、
伝
世

の
史
伝
と
異
な
っ
て
い
る
点
を
中
心
に
、
幾
ば
く
か
の
検
討
を
し

て
み
た
い
。

二
、『
良
臣
』
の
書
誌
情
報

『
良
臣
』
の
解
題
は
、
原
書
【
解
説
】
に
お
い
て
既
に
述
べ
ら

〔
特
集
二
〕
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れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
、『
良
臣
』
の
書
誌
情

報
を
紹
介
を
し
て
お
く
。

『
良
臣
』
は
、
同
じ
く
『
清
華
大
學
藏
戰
國
竹
簡
（
叁
）』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
『
祝
辭
』
と
、
同
一
の
書
写
者
に
よ
っ
て
筆
記
さ

れ
、
そ
の
竹
簡
の
編
連
も
連
続
し
て
お
り
、
全
十
六
簡
、
簡
長
は

三
十
二
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
篇
題
は
書
か
れ
て
お

ら
ず
、
記
述
内
容
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
つ
に
分

け
て
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
『
良
臣
』、『
祝
辭
』
と
題
し
た
と
い
う
。

『
良
臣
』
は
全
十
一
簡
で
、
文
字
の
欠
失
は
な
い
。
そ
の
内
容

は
、

帝
よ
り
春
秋
時
代
に
か
け
て
の
、
著
名
な
臣
を
そ
の
君
主

と
と
も
に
挙
げ
て
い
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
部
の
例
外
を

除
き
、
基
本
ス
タ
イ
ル
は
「�

国
と
君
と
の
名��
、
有��

臣
の
名��

」
で

あ
り
、
淡
々
と
著
名
な
臣
の
名
を
挙
げ
て
い
く
。『
良
臣
』
と
名

付
け
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。
簡
文
は
篇
を
通
じ
て
連
続
し
て
筆
写

さ
れ
て
お
り
、
墨
節
に
よ
っ
て
全
二
十
段
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
簡
文
番
号
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
竹
簡
写
真
を
見
れ

ば
、
竹
簡
背
面
に
劃
痕
が
確
認
で
き
、
配
列
が
妥
当
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

帝
よ
り
周
の
武
王
ま
で
は
時
代
順
に
、
春
秋
諸
侯
は
国
別
に

記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
鄭
の
子
產
周
辺
と
、
最
後
に
再
び
登
場
す

る
楚
と
は
、
他
と
異
な
っ
た
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
登
場
す
る
人

物
の
中
に
は
、
伝
世
文
献
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
伝
承
が
異

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

さ
て
、
史
伝
の
類
で
あ
る
『
良
臣
』
と
祭
祀
に
関
す
る
『
祝

辭
』
と
が
同
一
篇
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
文
献
が

「
史
官
」
と
何
某
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推
測

で
き
よ
う
。

三
、『
良
臣
』
釈
読

そ
れ
で
は
早
速
、『
良
臣
』
の
本
文
を
墨
節
に
よ
る
段
分
け
に

従
っ
て
見
て
い
こ
う
。《
原
文
》
に
か
か
げ
る
釈
文
は
、
基
本
的

に
原
書
に
依
拠
し
て
お
り
、
原
書
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
て
い

る
場
合
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。【　

】
は
竹
簡
番
号
を
表
し
、

そ
れ
ぞ
れ
竹
簡
末
尾
に
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
重
要
事
項
を［　

］

に
よ
っ
て
挙
げ
説
明
を
し
て
い
く
が
、
字
体
の
考
証
な
ど
文
献
の

内
容
理
解
に
直
接
関
係
し
な
い
事
柄
は
、
基
本
的
に
省
略
し
、
ま

た
人
物
な
ど
も
、
著
名
で
あ
り
従
来
の
理
解
と
相
異
な
い
場
合

は
、
特
に
触
れ
な
い
。
原
書
か
ら
字
句
を
改
め
た
場
合
は
、
そ
の

経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。

「
原
注
」
と
は
原
書
に
お
け
る
注
釈
を
指
し
、
番
号
も
そ
れ
に

則
っ
て
い
る
。
ま
た
「
原
注
」
で
は
参
考
と
し
て
、
当
該
人
物
の

『
漢
書
』
古
今
人
表
に
お
け
る
評
価
を
掲
げ
て
い
る
。
古
今
人
表

は
「
上
上
」
よ
り
「
下
下
」
ま
で
の
九
段
階
に
、
後
漢
に
お
け
る

（ 84 ）



伝
承
と
価
値
観
と
に
よ
っ
て
歴
史
上
の
人
物
を
格
付
け
た
も
の
で

あ
る
。『
良
臣
』
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
は
、
孔
子
は

当
然
の
「
上
上
（
聖
人
）」
で
あ
る
が
、
他
も
「
上
中
（
仁
人
）」

「
上
下
（
智
人
）」
と
い
う
高
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
時
に
古
今
人
表
に
お
い
て
は
評
価
が
低
い
人
物
も
お

り
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
本
稿
に
お
い
て
も
適
宜
古
今
人
表
の

評
価
も
挙
げ
て
お
く
。《
余
節
》
は
、
当
該
段
に
お
け
る
特
徴
や

『
良
臣
』
の
文
献
的
性
質
に
関
す
る
小
考
で
あ
る
が
、
当
該
段
に

お
い
て
特
に
な
い
場
合
は
、
設
け
て
い
な
い
。

《
原
文　

第
一
段
》

帝
之
師
、
女
和
、

人
、
保
侗
。

《
訓
読
》

帝
の
師
は
、
女
和
、

人
、
保
侗
。

［

帝
之
師
］　

原
注
〔
一
〕
は
、『
漢
書
』
古
今
人
表
に
挙
げ
ら

れ
る
三
人
の

帝
の
師
は
「
封
鉅
、
大
填
、
大
山
稽
」
で
あ
り
、

『
良
臣
』
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
他
に

帝
の
著
名
な
臣
と
し
て
は
、
馬
王
堆
帛
書
『
十
六
經
』
の
「
閹

冉
」、「
力
黒
」「
果
童
」
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、
や
は
り
『
良
臣
』

と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
史
記
』
封
禪
書
及
び
孝
武
本
紀
に
は
、「
公
玊
帶

曰
、

帝
時
雖
封
泰
山
、
然
風
后
、
封
鉅
、
岐
伯
令

帝
封
東
泰

山
、
禪
凡
山
合
符
、
然
後
不
死
焉
。」
と
あ
り
、

帝
が
封
禪
を

行
う
に
あ
た
り
三
人
の
人
物
が
指
導
を
加
え
た
と
す
る
。
人
物
名

に
出
入
は
あ
る
も
の
の
、
戦
国
時
代
か
ら
後
漢
に
至
る
ま
で
、

帝
の
師
と
称
す
る
に
値
す
る
人
物
が
三
人
い
た
、
と
い
う
伝
承
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

［
女
和
］　

未
詳
。
楊
蒙
生
「
清
華
簡
《
良
臣
》
篇
性
質
蠡
測
（
1
）
」

は
「
羲
和
」
に
比
定
す
る
が
、「
羲
和
」
の
伝
承
は
大
別
す
る
と

（
Ａ
）（
Ｂ
）
の
二
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
、
い
ず
れ
も
「

帝
之

師
」
と
結
び
付
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
Ａ
）
天
文
と
暦
と
を
司
る
官
職

『
尚
書
』
堯
典
「
乃
命
羲
和
、
欽
若
昊
天
、
曆
象
日
月
星
辰
、

敬
授
人
時
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
羲
和
」
は
堯
の
臣

と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
そ
の
後
に
は
「
分
命
羲

仲
、
宅
嵎
夷
、
曰
暘
谷
。
寅
賓
出
日
、
平
秩
東
作
。
日
中
、
星

鳥
、
以
殷
仲
春
。
厥
民
析
、
鳥
獸
孳
尾
。
申
命
羲
叔
、
宅
南
交
。

平
秩
南
訛
、
敬
致
。
日
永
、
星
火
、
以
正
仲
夏
。
厥
民
因
、
鳥
獸

希
革
。
分
命
和
仲
、
宅
西
、
曰
昧
谷
。
寅
餞
納
日
、
平
秩
西
成
。

宵
中
、
星
虛
、
以
殷
仲
秋
。
厥
民
夷
、
鳥
獸
毛
毨
。
申
命
和
叔
、

宅
朔
方
、
曰
幽
都
。
平
在
朔
易
。
日
短
、
星
昴
、
以
正
仲
冬
。
厥

民
隩
、
鳥
獸
氄
毛
。
帝
曰
、「
咨
、
汝
羲
暨
和
。
朞
三
百
有
六
旬

有
六
日
、
以
閏
月
定
四
時
、
成
歲
。
允
釐
百
工
、
庶
績
咸
熙
。」」

（ 85 ）



と
あ
る
よ
う
に
、「
羲
和
」
は
人
名
で
は
な
く
、「
羲
氏
」・「
和

氏
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
Ｂ
）
太
陽
を
生
ん
だ
女
神
、
ま
た
は
太
陽
の
御
者

『
山
海
經
』
大
荒
南
經
「
東
南
海
之
外
、
甘
水
之
閒
、
有
羲
和

之
國
。
有
女
子
名
曰
羲
和
、
方
日
浴
于
甘
淵
、
羲
和
者
、
帝
俊
之

妻
、
生
十
日
。」
と
い
う
記
述
に
よ
れ
ば
、「
羲
和
」
は
女
神
で
あ

り
、
帝
舜
と
の
間
に
十
の
太
陽
を
生
ん
だ
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
た

こ
と
が
知
れ
る
。
ま
た
『
楚
辭
』
離
騷
「
吾
令
羲
和
弭
節
兮
、
望

崦
嵫
而
勿
迫
。」
や
『
楚
辭
』
天
問
「
日
安
不
到
、
燭
龍
何
照
。

羲
和
之
未
揚
、
若
華
何
光
。」
の
よ
う
に
、「
羲
和
」
を
太
陽
の
御

者
と
し
て
語
る
伝
承
も
存
在
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

帝
と
結

び
付
け
ら
れ
る
伝
承
は
見
当
た
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、『
淮
南
子
』
説
山
訓
に
お
い
て
、「
和
氏
之
璧
」
を

「
咼
氏
之
璧
」
に
作
る
例
が
あ
り
、「
和
」「
咼
」
は
通
じ
る
。
そ

こ
で
「
女
和
」
は
「
女
咼
」
即
ち
「
女
媧
」
と
読
め
よ
う
。『
世

本
』
作
篇
に
「
宋
均
注
曰
、
女
媧
、

帝
臣
也
。」
と
も
見
え
る
。

女
媧
と

帝
と
を
直
接
的
に
結
び
付
け
る
伝
承
は
、
伝
世
文
献
に

お
い
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
淮
南
子
』
覽
冥
訓
と

『
山
海
經
』
大
荒
北
經
と
に
お
い
て
、
女
媧
と

帝
と
は
「
應
龍
」

と
い
う
特
殊
な
龍
を
使
役
す
る
共
通
点
が
あ
り
、『
淮
南
子
』
説

林
訓
に
は
、「

帝
生
陰
陽
、
上
駢
生
耳
目
、
桑
林
生
臂
手
。
此

女
媧
所
以
七
十
化
也
。」
と
い
う
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
媧

を

帝
と
組
に
し
て
語
る
伝
承
が
、
曾
て
存
在
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

［

人
］　

未
詳
。
敢
え
て
比
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「

」
字
の

左
旁
「
黒
」
に
注
目
す
る
と
、

帝
に
関
す
る
伝
承
か
ら
は
「
力

牧
」
が
浮
か
び
上
が
る
。
即
ち
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
十
六
經
』
成

法
篇
に
「

帝
問
力
墨
、
…
…
」
と
あ
り
、
ま
た
『
太
平
御
覽
』

巻
八
二
引
『
詩
含
神
霧
』
に
「
禹
之
興
黒
風
會
紀　

注　

黒
、
力

黒
也
。
風
、
風
后
也
。
并

帝
臣
」
と
見
え
る
よ
う
に
、「
力
牧
」

は
「
力
黒
」「
力
墨
」
と
も
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
力

牧
は

帝
の
師
と
称
す
る
に
値
す
る
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
が
、『
漢
書
』
鼂
錯
傳
に
「
故

帝
得
力
牧
而

爲
五
帝
先
。」
と
見
え
る
。

な
お
、
他
に
該
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
人
物
と
し
て
、『
呂
氏

春
秋
』
審
分
覽�

勿
躬
「
黔
如
作
虜
首
」
の
「
黔
如
」
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
が
、
こ
れ
以
外
に
登
場
す
る
文
献
が
な
く
、
未
詳
の
人
物

で
あ
る
。

［
保
侗
］　

原
注
〔
二
〕
は
、「
保
」
字
の
右
旁
は
「
果
」
に
近
く
、

「
侗
」「
童
」
は
音
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
馬
王
堆
漢
墓
帛
書

『
經
法
』
の
「
果
童
」
と
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
す
る
。
な
お

「
果
童
」
は
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
馬
王
堆
帛
書
『
十
六
經
』

果
童
篇
に
も
見
え
、

帝
の
臣
と
し
て
は
著
名
な
存
在
で
あ
る
。
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《
余
説
》

上
古
の
伝
承
と
は
、
ど
こ
ま
で
が
「
神
話
」
で
あ
り
、
ど
こ
か

ら
が
「
歴
史
」
で
あ
る
か
、
こ
れ
を
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

り
、
そ
の
区
分
は
時
代
や
集
団
を
異
に
す
れ
ば
、
容
易
に
変
動
し

得
る
。
し
か
し
時
人
が
如
何
に
認
識
し
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
比
較
的
容
易
に
推
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
。『
良
臣
』

の
記
述
が

帝
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
戦
国
時
代
に
お
い

て
史
官
に
関
わ
る
者
が
、

帝
か
ら
を
「
歴
史
時
代
」
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
た
、
と
看
做
せ
る
の
で
は
な
い
か
。『
古
本
竹
書
紀

年
』
も
、
今
に
伝
わ
る
佚
文
か
ら
の
推
測
で
は
あ
る
が
、

帝
に

関
す
る
記
述
は
あ
る
も
の
の
、

帝
を
遡
る
帝
王
へ
の
言
及
は
無

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

上
古
の
帝
王
に
つ
い
て
種
々
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
は
、『
莊
子
』

胠
篋
篇
や
『
淮
南
子
』
本
經
訓
、『
太
平
御
覽
』
巻
七
六
引
『
六

韜
』
佚
文
と
い
っ
た
伝
世
文
献
や
、『
上
博
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書

（
二
）』
所
収
『
容
成
氏
』
と
い
っ
た
新
出
土
文
献
か
ら
も
明
か
で

あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
伝
承
は
、
得
て
し
て
帝
王
の
名
と
系
譜

と
を
伝
え
る
の
み
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
系
譜
も
入
り
乱
れ
て
お
り
、

「
共
通
認
識
」
で
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

《
原
文　

第
二
段
》

堯
之
相
舜
、舜
有
禹
、禹
有
伯
夷
、有
益
、有
史
皇
、有
咎
【
一
】
囚
。

《
訓
読
》

堯
の
相
は
舜
、
舜
に
禹
有あ

り
、
禹
に
伯
夷
有
り
、
益
有
り
、
史
皇

有
り
、
咎
囚
有
り
。

［
堯
之
相
舜
］　

堯
の
晩
年
に
舜
が
摂
政
と
し
て
政
務
を
行
っ
た
、

と
い
う
伝
承
が
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
既
に
著
名
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
例
え
ば
『
孟
子
』
萬
章
篇
で
孟
子
の
口
か
ら
「
堯
老
而
舜
攝

也
。」、「
舜
相
堯
二
十
有
八
載
。」、「
丹
朱
之
不
肖
、
舜
之
子
亦
不

肖
。
舜
之
相
堯
、
禹
之
相
舜
也
、
歷
年
多
、
施
澤
於
民
久
。
啟

賢
、
能
敬
承
繼
禹
之
道
。
益
之
相
禹
也
、
歷
年
少
、
施
澤
於
民
未

久
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
ろ
う
。

［
禹
］　
『
良
臣
』
に
お
い
て
、
舜
の
場
合
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ

う
に
「
堯
之
相
舜
」
と
あ
っ
た
が
、
禹
の
場
合
は
「
舜
有
禹
」
と

記
す
だ
け
で
あ
る
。『
孟
子
』
に
お
い
て
は
、
禹
も
舜
の
相
と
な

り
、
禅
譲
さ
れ
た
と
す
る
が
、『
良
臣
』
の
記
述
は
認
識
と
立
場

と
を
異
に
し
て
い
る
の
が
明
白
で
あ
ろ
う
。

［
伯
夷
］　

堯
、
舜
、
禹
の
三
代
に
仕
え
た
と
さ
れ
る
。『
尚
書
』

堯
典
や
『
大
戴
禮
記
』
五
帝
徳
篇
で
は
、
礼
を
掌
っ
た
と
さ
れ
る
。

［
益
］　

堯
、
舜
、
禹
の
三
代
に
仕
え
た
と
さ
れ
る
。
舜
の
も
と
で

は
虞
官
（
山
沢
禽
獣
を
管
理
）
を
掌
る
。『
尚
書
』、『
孟
子
』、

『
史
記
』
に
描
か
れ
る
益
は
、
禹
の
同
僚
で
あ
り
、
禹
の
治
水
に

も
協
力
し
て
い
た
存
在
で
あ
り
、
益
の
事
蹟
は
禹
の
臣
下
と
し
て
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よ
り
も
、
舜
の
治
世
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

る
。
し
か
し
『
呂
氏
春
秋
』
仲
春
紀 

當
染
で
は
、「
非
獨
染
絲
然

也
、
國
亦
有
染
。
舜
染
於
許
由
、
伯
陽
、
禹
染
於
皋
陶
、
伯
益
、

湯
染
於
伊
尹
、
仲
虺
、
武
王
染
於
太
公
望
、
周
公
旦
、
此
四
王
者

所
染
當
、
故
王
天
下
、
立
為
天
子
、
功
名
蔽
天
地
、
舉
天
下
之
仁

義
顯
人
必
稱
此
四
王
者
。」
と
あ
り
、
益
を
禹
に
配
属
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
墨
家
系
の
文
獻
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

［
史
皇
］　

原
注
〔
五
〕
は
、『
世
本
』
作
篇
「
史
皇
、
作
圖
」
と
、

そ
の
宋
衷
注
「

臣
臣
也
、
圖
謂
畫
物
像
也
。」、『
淮
南
子
』
脩

務
訓
「
史
皇
產
而
能
書
」
の
高
誘
註
「
史
皇
、
蒼
頡
。」
を
挙
げ
、

「
史
皇
」
を
蒼
頡
に
比
定
す
る
。

し
か
し
『
淮
南
子
』
脩
務
訓
で
は
、「
史
皇
」
は
堯
、
舜
、
禹
、

文
王
、
皋
陶
、
啓
、
契
、
史
皇
、
羿
を
「
九
賢
」
と
す
る
中
で
登

場
す
る
が
、
そ
の
後
に
「
蒼
頡
」
も
「
昔
者
、
蒼
頡
作
書
、
容
成

造
曆
、
胡
曹
為
衣
、
后
稷
耕
稼
、
儀
狄
作
酒
、
奚
仲
為
車
。
此
六

人
者
、
皆
有
神
明
之
道
、
聖
智
之
迹
、
故
人
作
一
事
而
遺
後
世
、

非
能
一
人
而
獨
兼
有
之
。」
と
し
て
、
別
グ
ル
ー
プ
の
中
に
登
場

し
て
い
る
。
ま
た
『
世
本
』
作
篇
で
も
、
蒼
頡
は
史
皇
と
は
別
に

登
場
す
る
。「
史
皇
」
と
「
蒼
頡
」
と
の
伝
承
を
見
直
し
て
い
く

と
、「
史
皇
」
は
「
圖
」
を
作
り
、「
蒼
頡
」
は
「
書
」
を
作
っ
た

と
す
る
役
割
区
分
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、『
淮
南
子
』

脩
務
訓
の
記
述
は
む
し
ろ
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で

「
蒼
頡
」
も
別
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
戦
国
時
代
に
あ
っ
て
両

者
が
同
一
人
物
と
看
做
さ
れ
て
い
た
、
と
す
る
積
極
的
根
拠
は
乏

し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
局
の
と
こ
ろ
、「
史
皇
」
に
つ
い
て
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、

「
作
圖
」
し
た
と
い
う
伝
承
だ
け
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
史
皇
」
が

登
場
す
る
『
淮
南
子
』
脩
務
訓
は
、
墨
家
系
の
思
想
が
色
濃
い
と

さ
れ
る
文
獻
で
あ
る
。

［
咎
囚
］　

原
注
〔
六
〕
に
お
い
て
、「
咎
陶
」
即
ち
「
皋
陶
」
と

す
る
。「
皋
陶
」
も
堯
、
舜
、
禹
の
三
代
に
仕
え
た
人
物
で
あ
る
。

『
尚
書
』
堯
典
や
皋
陶
謨
で
は
、
刑
法
を
掌
っ
た
と
さ
れ
る
。

《
余
説
》

『
良
臣
』
に
お
い
て
、
禹
の
臣
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
伯
夷
、
益
、

史
皇
、
咎
囚
（
皋
陶
）
の
四
者
に
つ
い
て
、
確
実
な
こ
と
が
言
え

ぬ
「
史
皇
」
は
扠
措
き
、
残
る
三
者
は
確
か
に
禹
に
も
仕
え
て
は

い
る
が
、
基
本
的
に
舜
の
治
世
に
お
け
る
活
躍
が
伝
承
の
中
心
で

あ
る
。
然
る
に
『
良
臣
』
で
は
禹
の
臣
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
が
『
良
臣
』
の
一
つ
の
特
徴
に
も
な
っ
て
い
る
。

一
見
し
て
禹
を
尊
揚
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
お
り
、
伝
世
文
献

に
お
い
て
益
と
皋
陶
と
を
禹
に
配
属
さ
せ
る
も
の
が
、
墨
家
の
影

響
が
見
て
と
れ
る
『
呂
氏
春
秋
』
仲
春
紀 

當
染
で
あ
る
こ
と
と

関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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ま
た
、
こ
の
四
者
の
排
列
に
お
い
て
、
皋
陶
を
最
後
に
置
く
こ

と
も
興
味
深
い
。『
良
臣
』
に
お
け
る
排
列
に
如
何
ほ
ど
の
意
味

が
あ
る
の
か
は
、
今
後
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

で
は
あ
る
が
、
皋
陶
が
刑
法
を
掌
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
排
列
を
最

後
に
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
法
家
思
想
と
距
離
を
置
こ
う

と
し
た
、
と
も
看
做
せ
る
。『
左
傳
』
に
お
い
て
子
產
の
刑
鼎
が

批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
類
す
る
思
考
と
言
え
よ
う
か
。

《
原
文　

第
三
段
》

唐
有
伊
尹
、
有
伊
陟
、
有
臣
扈
。

《
訓
読
》

唐
に
伊
尹
有
り
、
伊
陟
有
り
、
臣
扈
有
り
。

［
唐
］　

隸
定
は
「
康
」
字
と
す
る
。
原
注
〔
七
〕
に
お
い
て
「
唐
」

字
に
読
み
か
え
、
殷
墟
卜
辞
に
お
い
て
「
湯
」
王
を
「
唐
」
字
に

作
る
こ
と
も
あ
る
と
し
、
殷
の
湯
王
の
こ
と
と
す
る
。

［
伊
陟
］　
『
史
記
』
殷
本
紀
集
解
に
「
孔
安
國
曰
、
伊
陟
、
伊
尹

之
子
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
伊
陟
は
伊
尹
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。

『
良
臣
』
で
は
湯
王
に
配
属
さ
れ
て
い
る
が
、『
尚
書
』
君
奭
篇
で

は
「
在
太
戊
、
時
則
有
若
伊
陟
、
臣
扈
、
格
于
上
帝
。」
と
あ
り
、

「
臣
扈
」
と
と
も
に
太
戊
の
臣
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
史
記
』

殷
本
紀
に
も
「
帝
太
戊
立
伊
陟
為
相
。」
と
見
え
、
や
は
り
太
戊

の
功
臣
で
あ
り
、
殷
中
興
の
立
役
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

な
お
原
注
〔
八
〕
は
、『
古
本
竹
書
紀
年
』
の
、
太
甲
が
伊
尹

を
討
っ
た
後
、
そ
の
子
伊
陟
に
伊
尹
の
田
宅
を
継
が
せ
た
と
す
る

記
述
と
、『
良
臣
』
は
合
致
し
な
い
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
こ
れ

は
単
に
相
続
の
話
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
齟
齬
を
来
た
す
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
世
代
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
尚
書
』
君
奭
や

『
史
記
』
殷
本
紀
の
記
述
と
こ
そ
相
反
す
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

［
臣
扈
］　
『
尚
書
』
君
奭
篇
に
「
在
太
戊
、
時
則
有
若
伊
陟
、
臣

扈
、
格
于
上
帝
。」
と
あ
る
よ
う
に
、「
伊
陟
」
と
と
も
に
太
戊
に

仕
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。

《
余
説
》

原
注
〔
八
〕
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
伊
尹
」
と
並
べ

「
伊
陟
」
と
「
臣
扈
」
と
を
も
湯
王
の
臣
と
し
て
記
述
し
て
い
る

こ
と
に
、『
良
臣
』
の
特
徴
が
あ
る
。『
尚
書
』
君
奭
篇
と
『
古
本

竹
書
紀
年
』
の
記
述
を
も
と
に
す
れ
ば
、
伊
陟
は
太
甲
の
時
に
伊

尹
の
田
地
を
継
承
し
、
太
戊
の
治
世
に
相
と
し
て
活
躍
し
た
、
と

い
う
認
識
も
で
き
よ
う
か
。
す
る
と
、『
良
臣
』
は
殷
の
前
期
に

お
け
る
代
表
的
な
名
臣
を
湯
王
に
集
約
し
て
記
述
し
た
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
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《
原
文　

第
四
段
》

武
丁
有
傅
説
、
有
保
衡
。

《
訓
読
》

武
丁
に
傅
説
有
り
、
保
衡
有
り
。

［
武
丁
］　
『
史
記
』
殷
本
紀
に
よ
れ
ば
、
殷
朝
第
二
十
二
代
の
帝

で
あ
り
、
傅
説
を
登
用
し
之
を
相
と
し
て
、
衰
微
し
て
い
た
殷
を

中
興
し
た
と
い
う
。
ま
た
、『
尚
書
』
君
奭
篇
に
「
在
武
丁
、
時

則
有
若
甘
盤
。」
と
あ
る
が
、
皮
錫
瑞
『
今
文
尚
書
考
證
』
は

「
或
疑
甘
般
即
傅
説
、
於
古
無
徴
。」
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
に
「（
孟
子
）
曰
、「
文
王
何
可
當

也
。
由
湯
至
於
武
丁
、
賢
聖
之
君
六
七
作
。
天
下
歸
殷
久
矣
。
久

則
難
變
也
。
武
丁
朝
諸
侯
有
天
下
、
猶
運
之
掌
也
。
紂
之
去
武
丁

未
久
也
、
其
故
家
遺
俗
、
流
風
善
政
、
猶
有
存
者
、
又
有
微
子
、

微
仲
、
王
子
比
干
、
箕
子
、
膠
鬲
皆
賢
人
也
、
相
與
輔
相
之
、
故

久
而
後
失
之
也
。」」
と
あ
り
、
殷
朝
を
総
括
し
て
語
る
際
に
、

「
湯
︱
武
丁
︱
紂
」
の
三
帝
を
以
て
す
る
歴
史
観
が
戦
国
期
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

［
傅
説
］　
「
武
丁
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
尚
書
』
君
奭
篇
や

『
史
記
』
殷
本
紀
に
お
い
て
、
武
丁
を
助
け
殷
を
中
興
さ
せ
た
功

臣
と
し
て
語
ら
れ
る
。
ま
た
『
墨
子
』
尚
賢
中
、
尚
賢
下
に
お
い

て
、「
湯
︱
伊
尹
」、「
武
丁
︱
傅
説
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
、

殷
を
代
表
す
る
名
君
名
臣
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

更
に
『
楚
辭
』
離
騷
に
も
「
苟
中
情
其
好
脩
兮
、
又
何
必
用
夫

行
媒
。
說
操
築
於
傅
巖
兮
、
武
丁
用
而
不
疑
。
呂
望
之
鼓
刀
兮
、

遭
周
文
而
得
舉
。
甯
戚
之
謳
歌
兮
、
齊
桓
聞
以
該
輔
。」
と
あ
り
、

武
丁
が
傅
説
を
登
用
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
殷
朝
の
代
表
的
な
尚

賢
の
例
と
し
て
戦
国
時
代
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

［
保
衡
］　

原
注
〔
一
〇
〕
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
尚
書
』

君
奭
篇
で
は
太
甲
の
臣
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ

は
「
阿
衡
」
で
あ
る
伊
尹
の
こ
と
と
す
る
解
釈
が
伝
統
的
で
あ
る

が
、『
良
臣
』
で
は
明
ら
か
に
別
人
物
で
あ
り
、
別
世
代
の
人
物

と
さ
れ
て
い
る
。

《
余
説
》

「
保
衡
」
に
関
し
て
は
、『
尚
書
』
君
奭
篇
と
相
容
れ
な
い
記
述

が
『
良
臣
』
に
お
い
て
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
保
衡
」
な
る

人
物
の
伝
承
は
、
他
に
は
偽
古
文
『
尚
書
』
に
見
え
る
く
ら
い

で
、
も
と
も
と
か
な
り
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
た
め
に
後
世
に

お
い
て
伊
尹
に
比
定
す
る
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
、
と
も
言
え
よ

う
。
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
戦
国
期
に
お
い
て
既
に
「
保
衡
」
に

関
す
る
確
実
な
伝
承
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
賢
臣
と
し
て
の
名
の

み
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
官
職

名
が
伝
承
の
果
て
に
人
名
と
し
て
伝
わ
っ
た
、
と
看
做
す
べ
き
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か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
良
臣
』
は
殷
の
前
期
に
お
け
る
名
臣
を

湯
に
、
後
期
に
お
け
る
名
臣
を
武
丁
に
配
列
し
て
記
述
し
た
の
だ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

《
原
文　

第
五
段
》

文
王
有
閎
夭
、
有
秦
【
二
】
顛
、
有
散
宜
生
、
有
南
宮
适
、
有
南

宮
夭
、
有

伯
、
有
伯
适
、
有
師
尚
父
、
有
虢
叔
。【
三
】

《
訓
読
》

文
王
に
閎
夭
有
り
、
秦
顛
有
り
、
散
宜
生
有
り
、
南
宮
适
有
り
、

南
宮
夭
有
り
、

伯
有
り
、
伯
适
有
り
、
師
尚
父
有
り
、
虢
叔
有

り
。

［
閎
夭
］［
泰
顛
］［
散
宜
生
］［
南
宮
适
］　

原
注
〔
一
一
〕
が
挙

げ
る
よ
う
に
、『
尚
書
』
君
奭
篇
に
「
惟
文
王
尚
克
修
和
我
有
夏
。

亦
惟
有
若
虢
叔
、
有
若
閎
夭
、
有
若
散
宜
生
、
有
若
泰
顛
、
有
若

南
宮
括
。」
と
あ
り
、
こ
の
四
者
は
文
王
の
臣
と
し
て
著
名
な
存

在
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
『
漢
書
』
古
今
人
表
も
こ
の
四
者
を
並
べ

て
「
上
中
」
と
し
て
お
り
、
顏
師
古
は
注
し
て
「
文
王
之
四
友

也
」
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、『
毛
詩
』
文
王
序
正
義
引
『
書
傳
』

で
は
、「
散
宜
生
、
南
宮
括
、
閎
夭
三
子
、
相
與
學
訟
於
太
公
。

四
子
遂
見
西
伯
於
羑
里
。」
と
あ
り
、「
四
者
」
に
は
ま
た
別
の
括

り
方
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

［
南
宮
夭
］　

未
詳
。
そ
の
名
か
ら
し
て
、「
南
宮
适
」
の
一
族
に

連
な
る
者
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
名
な
人
物
の
一
族
と

思
わ
れ
る
が
、
今
に
伝
が
遺
さ
れ
て
い
な
い
人
物
の
例
と
し
て
、

『
繫
年
』
の
「
伍
之
雞
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
伍
之
雞
」
は
第
十
五

章
に
登
場
し
、
そ
こ
で
「
伍
員
（
伍
子
胥
）」
と
と
も
も
呉
に
逃

げ
、
将
と
し
て
楚
と
戦
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
に
伝
が

失
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
当
時
「
伍
子
胥
」
の
伝
が
誤
っ
て
二

人
に
分
け
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
俄
に
判
断
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
し
か
し
当
時
に
お
い
て
、「
伍
子
胥
」
の
一
族
に
「
伍
之

雞
」
な
る
人
物
が
い
た
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
現
在
の
我
々
が
知
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
伝

承
が
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。「
南
宮
夭
」

も
、
ま
た
同
様
の
事
例
と
思
わ
れ
る
。

［

伯
］　

原
注
〔
一
六
〕
は
、
書
序
に
は
武
王
の
時
の
こ
と
と
し

て
「
巢
伯
來
朝
。

伯
作
旅
巢
命
。」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
『
史
記
』
周
本
紀
に
は
、
文
王
（
西
伯
）
の
時
に
、「

」

国
が
文
王
の
決
裁
を
仰
い
だ
と
す
る
「
虞

之
訟
」
の
伝
承
が
あ

る
。
こ
う
し
た
故
事
に
よ
っ
て
、
戦
国
期
に
お
い
て
「

伯
」
は

文
王
の
臣
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

［
伯
适
］　

原
注
〔
一
七
〕
に
挙
げ
る
通
り
、『
論
語
』
微
子
篇
に

お
い
て
、
周
の
「
八
士
」
の
一
人
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
『
良
臣
』
に
お
い
て
は
単
独
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
、
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『
論
語
』
と
異
な
る
。
古
今
人
表
で
は
「
中
上
」
と
な
っ
て
い
る
。

［
虢
叔
］　

原
注
〔
一
九
〕
で
も
挙
げ
て
い
る
が
、
文
王
の
次
子
と

三
子
と
で
あ
る
「
虢
仲
」「
虢
叔
」
は
、
後
世
「
二
虢
」
と
し
て

組
に
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
漢
代
以
後
は
、「
東

虢
」
と
「
西
虢
」
と
、
い
ず
れ
が
い
ず
れ
に
封
じ
ら
れ
た
の
か
、

と
い
う
論
争
が
あ
る
。

し
か
し
、『
良
臣
』
で
は
「
虢
叔
」
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
や
は
り
「
虢
叔
」
こ
そ
が
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、『
尚
書
』
君

奭
篇
に
お
い
て
も
文
王
の
賢
臣
と
し
て
は
「
虢
叔
」
の
み
が
挙
げ

ら
れ
、
先
の
「
文
王
の
四
友
」
と
と
も
に
、「
文
王
の
五
臣
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

《
余
説
》

上
古
の
帝
王
や
殷
の
こ
と
と
は
違
い
、
周
の
文
王
周
辺
は
、
伝

世
文
献
に
見
ら
れ
る
伝
承
と
か
な
り
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る

が
、
や
は
り
今
に
伝
わ
ら
な
い
伝
承
の
存
在
も
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
、「
閎
夭
」、「
秦
顛
」、「
散
宜
生
」、「
南
宮
适
」「
虢
叔
」

も
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
『
尚
書
』
君
奭
篇
で
は
文
王
の
臣
と

し
て
同
時
に
登
場
し
て
お
り
、
基
本
的
に
同
一
系
統
の
伝
承
に
基

づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、
次
の
武
王
に
お
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
が
、『
良

臣
』
は
書
序
の
記
述
と
は
時
代
が
合
わ
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、

書
序
の
成
立
を
考
え
る
上
で
本
文
献
は
重
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

《
原
文　

第
六
段
》

武
王
有
君
奭
、
有
君
陳
、
有
君
牙
、
有
周
公
旦
、
有
召
公
、
遂
佐

成
王
。

《
訓
読
》

武
王
に
君
奭
有
り
、
君
陳
有
り
、
君
牙
有
り
、
周
公
旦
有
り
、
召

公
有
り
、
遂
に
成
王
を
佐
く
。

［
君
奭
］　

原
注
〔
二
○
〕
に
お
い
て
、「
君
奭
」
は
書
序
以
来

「
召
公
」
の
こ
と
で
あ
り
、『
良
臣
』
は
誤
っ
て
二
人
に
分
け
て
し

ま
っ
て
い
る
、
と
す
る
。
し
か
し
、
李
學
勤
「
新
整
理
清
華
簡
六

種
概
述
（
2
）
」
は
、『
良
臣
』
の
記
述
に
は
本
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る

の
だ
ろ
う
、
と
し
、
ま
た
楊
坤
「
清
華
竹
書
《
良
臣
》
跋
（
3
）
」

も
李
學
勤
を
承
け
て
、「
君
奭
」「
保
奭
」
は
尊
称
で
あ
っ
て
、
召

公
の
名
と
は
関
係
な
い
、
と
見
て
い
る
。

書
序
と
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
「
生
の
資
料
」
で
あ
る
『
良

臣
』
と
で
は
、
や
は
り
『
良
臣
』
こ
そ
が
戦
国
期
の
伝
承
と
認
識

を
よ
り
リ
ア
ル
に
反
映
し
て
い
る
、
と
看
做
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
書
序
に
よ
っ
て
『
良
臣
』
の
記
述
を
「
誤
り
」
と
す
る
の

は
、
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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［
君
陳
］　

原
注
〔
二
一
〕
は
、
書
序
や
『
禮
記
』
檀
弓
上
引
鄭
玄

『
詩
譜
』
に
よ
っ
て
、「
君
陳
」
は
周
公
の
子
で
伯
禽
の
弟
と
す

る
。
よ
っ
て
『
良
臣
』
で
は
之
を
武
王
の
時
に
置
き
、
周
公
と
召

公
と
の
前
に
並
べ
て
い
る
こ
と
は
、
書
序
な
ど
と
合
わ
な
い
と
指

摘
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
武
王
」
に
列
挙
さ
れ
た
名
臣
の
並
び

を
見
て
み
れ
ば
、
前
の
三
者
は
「
君
○
」、
下
の
二
人
は
「
○
公
」

と
い
う
法
則
性
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。

［
君
牙
］　

原
注
〔
二
二
〕
で
述
べ
る
よ
う
に
、
書
序
で
は
穆
王
の

時
に
大
司
徒
と
な
っ
て
い
る
が
、『
良
臣
』
で
は
「
武
王
」
に
配

属
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
『
良
臣
』
は
、
西
周
の
王
は
文
王
、

武
王
の
二
者
し
か
挙
げ
て
い
な
い
。『
良
臣
』
に
お
け
る
殷
朝
が

「
湯
王
」
と
「
武
丁
」
と
に
名
臣
を
集
約
し
て
記
載
し
て
い
た
の

と
同
様
、
西
周
建
国
後
の
功
臣
を
「
武
王
」
に
纏
め
て
記
述
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
古
今
人
表
で
は
「
中
上
」
と
い
う
評

価
で
あ
る
。

［
成
王
］　
『
良
臣
』
に
お
い
て
「
成
王
」
は
、
臣
下
に
補
佐
さ
れ

る
存
在
と
し
て
の
み
記
述
さ
れ
る
。「
佐
成
王
」
と
記
述
さ
れ
、

「
成
王
之
師
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
あ
た
り
、
或

い
は
「
成
王
」
の
王
と
し
て
の
存
在
感
及
び
能
力
が
、
さ
し
て
評

価
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
読
み
込
み
も
で
き
よ
う
か
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
に
戦
国
期
に
お
い
て
「
成
王
」
を
軽
ん
じ
る
認
識

が
一
般
的
で
あ
っ
た
、
と
直
ち
に
看
做
す
こ
と
は
注
意
を
要
す

る
。
実
際
に
『
繫
年
』
に
お
い
て
は
、
伝
世
文
献
で
は
周
公
が
主

導
的
に
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
成
王
が
主
体
的
に
行
っ

た
と
理
解
で
き
る
記
述
が
あ
る
。
戦
国
期
に
お
け
る
「
成
王
」
像

の
変
化
は
、
今
後
も
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

《
余
説
》

「
有
周
公
旦
、
有
召
公
、
遂
佐
成
王
。」
と
い
う
表
現
か
ら
す
る

と
、『
良
臣
』
に
お
い
て
は
、
周
公
と
召
公
と
は
同
格
と
し
て
記

述
さ
れ
て
お
り
、
周
公
を
特
別
視
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
こ
の
周
の
武
王
ま
で
が
『
良
臣
』
に
お
い
て
時
代
順

に
配
列
さ
れ
て
い
る
前
半
部
で
あ
る
。
た
だ
し
、
確
認
し
て
き
た

よ
う
に
、
殷
は
湯
王
及
び
武
丁
、
周
は
武
王
に
、
そ
の
王
朝
に
お

け
る
名
臣
を
集
め
て
記
載
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

《
原
文　

第
七
段
》

晉
文
公
有
【
四
】
子
犯
、
有
子
餘
、
有
咎
犯
、
後
有
叔
向
。

《
訓
読
》

晉
の
文
公
に
子
犯
有
り
、
子
餘
有
り
、
咎
犯
有
り
、
後
に
叔
向
有

り
。

［
子
犯
］［
咎
犯
］　

原
注
〔
二
五
〕〔
二
七
〕
で
は
、
ど
ち
ら
も

「
狐
偃
」
の
こ
と
で
あ
り
、
重
複
し
て
登
場
し
て
い
る
と
す
る
。
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ま
た
楊
蒙
生
も
同
様
に
、
こ
れ
は
書
写
者
が
気
の
向
く
ま
ま
書
い

た
こ
と
に
よ
る
誤
り
、
と
看
做
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
良
臣
』

が
誤
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
誤
っ
た
原
因
も
追
及
す
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

今
、「
狐
偃
」
に
関
す
る
伝
承
を
紐
解
け
ば
、『
左
傳
』
や
『
史

記
』
に
よ
る
と
、「
狐
偃
」
は
兄
の
「
狐
毛
」
と
と
も
に
文
公
に

仕
え
て
い
る
。「
狐
毛
」
も
ま
た
文
公
の
放
浪
に
付
き
従
い
、
後

に
城
濮
の
戦
い
で
は
上
軍
佐
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

文
公
の
臣
下
と
し
て
名
を
遺
す
「
狐
氏
」
は
、
兄
弟
の
二
人
な
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、『
良
臣
』
に
お
い
て
「
子
犯
」

「
咎
犯
」
が
「
重
複
」
し
て
い
る
こ
と
を
、
直
ち
に
「
誤
り
」
と

看
做
す
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
、
文
公

の
臣
と
し
て
「
二
人
の
狐
氏
」
が
活
躍
し
た
、
と
い
う
認
識
が
前

提
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
「
子
犯
」「
咎
犯
」
を
列
記
す
る
と
い

う
形
に
よ
っ
て
、「
狐
氏
」
が
二
人
い
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
伝
承
の
過
程
に
お
い
て
、「
狐
氏
」

兄
弟
の
事
蹟
や
名
が
、「
狐
偃
」
一
人
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
、

と
考
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

［
子
餘
］　

原
注
〔
二
六
〕
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、「
趙
衰
」

の
字
で
あ
る
。

［
叔
向
］　
「
叔
向
」
は
、
悼
公
、
平
公
、
昭
公
に
仕
え
た
晉
の
政

治
家
で
あ
り
、『
左
傳
』
襄
公
十
六
年
に
よ
れ
ば
、
平
公
の
傅
を

務
め
て
い
る
。
文
公
か
ら
み
て
後
代
の
人
物
で
あ
る
か
ら
こ
そ

「
後
有
叔
向
」
と
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
殷
の
湯
王
や
武

丁
、
周
の
武
王
に
お
い
て
は
、
後
代
と
思
わ
れ
る
人
物
を
特
に

「
後
」
な
ど
と
特
記
す
る
こ
と
な
く
挙
げ
て
い
た
こ
と
と
、
体
例

が
一
致
し
な
い
。「
叔
向
」
を
挙
げ
た
動
機
に
つ
い
て
、
特
殊
な

事
情
が
存
在
す
る
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。

理
由
と
し
て
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、「
叔
向
」
が
活

躍
し
て
い
た
時
代
を
、
よ
り
厳
密
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
識
が

働
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
良
臣
』
後
部
に
お
い
て
、「
叔

向
」
の
同
時
代
人
で
あ
る
「
子
產
」
に
関
連
す
る
人
物
が
、
詳
細

に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
よ
う
。
第
二
に
、「
叔
向
」

自
身
が
極
め
て
名
の
通
っ
た
賢
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
野
間
文
史
『
春
秋
左
氏
伝　

そ
の
構
成
と
基
軸
（
4
）
』
に
よ

る
と
、『
左
傳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
賢
人
の
発
言
字
数
は
、「
子

產
」
が
他
よ
り
抜
き
ん
で
て
多
い
が
、
次
い
で
「
叔
向
」
が
、
三

番
手
の
晏
嬰
を
大
き
く
凌
駕
し
て
二
番
手
に
あ
り
、
ま
た
『
左

傳
』
中
の
孔
子
に
よ
る
批
評
も
、
複
数
回
に
わ
た
っ
て
対
象
と
さ

れ
る
の
は
、「
子
產
」
と
「
叔
向
」
と
の
み
で
あ
る
と
い
う
。
な

お
、
子
產
の
刑
鼎
を
批
判
す
る
の
が
、
こ
の
叔
向
で
あ
る
。
今
、

『
左
傳
』
の
成
立
事
情
に
は
踏
み
込
ま
な
い
が
、「
叔
向
」
は
史
伝

に
お
い
て
特
殊
な
扱
い
を
受
け
る
に
値
す
る
だ
け
の
所
以
が
あ
る
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こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

《
余
説
》

晉
の
文
公
の
臣
下
と
し
て
は
、
と
も
に
流
浪
し
た
も
の
と
し

て
、
先
軫
や
魏
犨
、
華
佗
な
ど
も
い
る
が
、『
良
臣
』
に
お
い
て

は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
名
臣
を
網
羅
的
に
挙
げ
る
と

い
う
性
質
の
文
献
で
は
な
い
が
、
如
何
な
る
選
択
基
準
に
基
づ
い

て
い
る
の
か
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

《
原
文　

第
八
段
》

楚
成
王
有
令
尹
子
文
。

《
訓
読
》

楚
の
成
王
に
令
尹
子
文
有
り
。

［
令
尹
子
文
］　

楚
に
お
い
て
令
尹
（
宰
相
）
を
し
ば
し
ば
務
め
た

名
臣
で
あ
る
。『
論
語
』
公
冶
長
篇
に
は
、「
子
張
問
曰
、「
令
尹

子
文
、
三
仕
爲
令
尹
、
無
喜
色
、
三
已
之
、
無
慍
色
、
舊
令
尹
之

政
、
必
以
告
新
令
尹
、
何
如
也
。」
子
曰
、「
忠
矣
。」
曰
、「
仁
矣

乎
。」
曰
、「
未
知
焉
得
仁
。」」
と
あ
り
、
孔
子
と
子
張
と
が
当
時

に
あ
っ
て
、
そ
の
人
と
為
り
を
問
答
す
る
ほ
ど
の
人
物
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
れ
る
。

《
余
説
》

「
令
尹
子
文
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
官
職
名
＋
人
名
」
と
い

う
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
古
代
に
お
け
る
人
名
の
記
述
は
、
時
に

官
名
を
用
い
、
時
に
個
人
名
を
用
い
、
時
に
氏
族
名
を
用
い
、
と

い
う
よ
う
に
、
複
雑
で
あ
り
特
に
法
則
性
が
な
く
、
そ
の
結
果
、

今
日
に
お
い
て
そ
の
「
名
」
が
官
名
な
の
か
個
人
名
な
の
か
な
ど

が
定
か
で
な
い
場
合
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
明
確
に
「
官

職
名
＋
人
名
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
後
も
楚
の
臣
下
に
つ
い
て

は
、「
官
職
名
＋
人
名
」
と
い
う
記
述
形
式
を
基
本
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
楚
の
記
述
を
精
密
に
し
よ
う
、
と
す
る
意
識
の

現
れ
で
あ
ろ
う
。『
良
臣
』
の
文
献
的
性
質
を
考
え
る
上
で
、
重

要
な
要
素
と
な
っ
て
く
る
。

《
原
文　

第
九
段
》

楚
昭
王
有
令
尹
【
五
】
子
西
、
有
司
馬
子
期
、
有
葉
公
子
高
。

《
訓
読
》

楚
の
昭
王
に
令
尹
子
西
有
り
、
司
馬
子
期
有
り
、
葉
公
子
高
有

り
。

［
令
尹
子
西
］　

原
注
〔
三
○
〕
に
お
い
て
、『
左
傳
』
に
は
令
尹

と
な
っ
た
こ
と
が
見
え
な
い
、
と
し
て
い
る
が
、『
左
傳
』
定
公

六
年
に
「
四
月
、
己
丑
、
吳
大
子
終
纍
敗
楚
舟
師
、
獲
潘
子
臣
、
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小
惟
子
、
及
大
夫
七
人
、
楚
國
大
惕
、
懼
亡
子
期
、
又
以
陵
師
敗

于
繁
揚
、
令
尹
子
西
喜
曰
、
乃
今
可
為
矣
、
於
是
乎
遷
郢
於
鄀
、

而
改
紀
其
政
、
以
定
楚
國
。」
と
あ
る
。
な
お
古
今
人
表
は
「
中

上
」
と
評
価
し
て
い
る
。

《
原
文　

第
十
段
》

齊
桓
公
有
龠
夷
吾
、
有
賓
須
亡
、
有
隰
【
六
】
朋
。

《
訓
読
》

齊
の
桓
公
に
龠
夷
吾
有
り
、
賓
須
亡
有
り
、
隰
朋
有
り
。

［
龠
夷
吾
］　
「
龠
夷
吾
」
と
は
、
原
注
〔
三
三
〕
に
あ
る
よ
う
に
、

管
夷
吾
、
即
ち
管
仲
で
あ
る
。

［
賓
須
亡
］　

古
今
人
表
で
は
「
中
上
」
の
評
価
と
な
っ
て
い
る
。

《
余
説
》

齊
の
桓
公
の
霸
業
を
支
え
た
功
臣
で
あ
る
が
、
鮑
叔
牙
が
見
え

な
い
。
な
お
鮑
叔
牙
は
古
今
人
表
で
は
「
上
下
」
と
評
さ
れ
て
い

る
。『
左
傳
』
昭
公
十
三
年
な
ど
で
は
、「
齊
桓
、
衛
姬
之
子
也
、

有
寵
於
僖
、
有
鮑
叔
牙
、
賓
須
無
、
隰
朋
、
以
為
輔
佐
」
と
い
う

よ
う
に
、
管
仲
を
除
く
三
者
が
桓
公
を
支
え
た
、
と
い
う
表
現
が

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、『
良
臣
』
で
鮑
叔
牙
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な

い
理
由
は
未
詳
で
あ
る
。

鮑
叔
牙
の
功
績
は
、
桓
公
を
即
位
さ
せ
た
こ
と
と
管
仲
を
推
挙

し
た
こ
と
で
あ
り
、
鮑
叔
牙
自
身
は
桓
公
の
治
世
に
あ
っ
て
さ
ほ

ど
活
躍
し
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
理
解
も
で
き
よ
う
か
。
た
だ

し
『
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
（
五
）』
に
は
『
競
建
内
之
』

『
鮑
叔
牙
與
隰
朋
之
諫
』
と
い
う
文
献
が
あ
り
、
桓
公
の
治
世
に

お
け
る
鮑
叔
牙
の
伝
承
も
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
晉
に
お
い
て
「
叔
向
」
が
特
記
す
る
形
で
挙

げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
人
で
あ
り
、

齊
を
代
表
す
る
賢
人
で
あ
る
晏
嬰
は
、『
良
臣
』
で
は
挙
げ
ら
れ

て
い
な
い
。

《
原
文　

第
十
一
段
》

�

呉
王
光
有
伍
子
胥
。

《
訓
読
》

呉
王
光
に
伍
子
胥
有
り
。

［
呉
王
光
］　

闔
廬
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
「
呉
王
光
」
と
い
う

表
現
が
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
、
先
秦
の
文
献
で
は
類
似
例
が
な

い
。『
繫
年
』
第
十
五
章
も
「
呉
王
闔
廬
」
と
し
て
い
る
。「
光
」

は
諱
で
あ
り
、『
良
臣
』
に
挙
げ
ら
れ
る
国
君
の
中
で
、
闔
廬
だ

け
が
意
図
的
に
諱
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
古
今
人

表
で
は
「
下
中
」
と
い
う
極
め
て
低
い
評
価
に
な
っ
て
い
る
。
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［
伍
子
胥
］　

古
今
人
表
で
は
「
中
上
」
と
い
う
評
価
で
あ
る
が
、

『
上
海
博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
（
五
）』
所
収
『
鬼
神
之
明
』
で

は
、
伍
子
胥
を
「
聖
人
」
と
し
て
い
る
。
戦
国
時
代
に
お
い
て
非

常
に
高
い
評
価
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で

あ
る
。

《
余
説
》

『
繫
年
』
も
そ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
孫
武
」
が
登
場
す
る
こ

と
は
な
い
。
孫
子
伝
承
の
形
成
に
お
い
て
、
考
慮
す
べ
き
事
象
と

も
言
え
よ
う
か
。
ま
た
、「
呉
王
光
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、

「
光
」
は
諱
で
あ
り
、『
良
臣
』
に
挙
げ
ら
れ
る
国
君
の
中
で
、
闔

廬
だ
け
が
諱
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
呉
王
を
貶

め
る
と
い
う
意
識
を
読
み
取
れ
ば
、『
良
臣
』
の
作
者
が
、
呉
国

ま
た
は
闔
廬
に
対
し
、
何
某
か
の
念
を
持
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。

《
原
文　

第
十
二
段
》

越
王
句
踐
有
大
［
夫
］
種
、
有
范
蠡
。

《
訓
読
》

越
王
句
踐
に
大
［
夫
］
種
有
り
、
范
蠡
有
り
。

［
越
王
句
踐
］　
「
呉
王
光
」
と
い
う
表
現
が
他
の
先
秦
文
献
に
類

例
を
見
な
い
の
に
対
し
、「
越
王
句
踐
」
と
い
う
標
記
は
、『
荀

子
』
宥
坐
や
『
韓
非
子
』
儲
說
上
、『
呂
氏
春
秋
』
當
染
、
尊
師
、

察
傳
ほ
か
、
類
例
は
多
い
。
古
今
人
表
で
は
「
中
上
」
と
な
っ
て

い
る
。

［
大
［
夫
］
種
］　

古
今
人
表
で
は
「
中
上
」
と
な
っ
て
い
る
。
原

注
〔
三
七
〕
は
、「
大
」
字
の
下
に
合
文
記
号
を
脱
し
て
い
る
、

と
す
る
。
こ
れ
は
、
当
該
人
物
が
「
大
夫
種
」
に
比
定
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
大
夫
文
種
」
と
記
述
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
『
呉
越
春
秋
』
な
ど
で
は
「
文
種
」
と
だ
け
記
さ
れ
る

こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
か
。『
良
臣
』
で
は
楚
の
臣
下
以
外
を

「
官
職
名
＋
人
名
」
で
表
記
す
る
こ
と
は
な
く
、
も
し
こ
れ
が

「
大
夫
＋
種
」
で
あ
れ
ば
、
や
や
不
自
然
に
な
る
。
た
だ
し
竹
簡

の
写
真
版
を
見
れ
ば
、「
文
」
字
で
は
な
く
明
ら
か
に
「
大
」
字

で
あ
る
。

《
原
文　

第
十
三
段
》

秦
穆
公
有
羖
大
夫
。

《
訓
読
》

秦
の
穆
公
に
羖
大
夫
有
り
。

［
羖
大
夫
］　

原
注
〔
三
九
〕、「
羖
」
字
を
隸
定
で
は
「

」
字
に

作
る
が
、
こ
れ
を
声
符
「

」
に
従
っ
て
「
股
」
で
あ
る
と
し
、
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こ
れ
を
「
羖
」
字
と
す
る
。
そ
し
て
、『
史
記
』
秦
本
紀
に
お
け

る
「
百
里
奚
」
の
号
「
五
羖
大
夫
」
で
あ
る
と
す
る
。
穆
公
の
代

表
的
臣
下
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
百
里
奚
」
で
あ
ろ

う
し
、
原
注
の
比
定
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
す
る
と
『
史
記
』
に
お
い
て
「
百
里
奚
」
は
「
五
羖

羊
皮
」
に
よ
っ
て
買
い
戻
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
「
五
羖
大
夫
」
と
称

す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
伝
承
と
、
や
や
整
合
性
が
取
れ
な

く
な
る
。「
五
」
枚
と
い
う
の
は
、
後
世
に
何
ら
か
の
理
由
で
付

加
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、や
は
り
原
注
〔
三
九
〕、

「
夫
」
字
の
下
に
あ
る
重
文
記
号
は
衍
字
と
す
る
こ
と
に
従
う
。

《
原
文　

第
十
四
段
》

宋
【
七
】
有
左
師
。

《
訓
読
》

宋
に
左
師
有
り
。

［
宋
］［
左
師
］　

原
注
〔
四
〇
〕
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

宋
の
襄
公
の
こ
と
で
あ
り
、
古
今
人
表
で
は
「
中
下
」
と
い
う
評

価
に
な
っ
て
い
る
。
楊
蒙
生
は
誤
っ
て
君
命
を
脱
し
た
と
見
て
い

る
が
、「
宋
」
字
の
上
「
夫
」
字
下
に
お
け
る
重
文
記
号
の
衍
字

と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
第
七
簡
の
末
尾
に
書
写
上
の
乱
れ
が
発
生

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
「
左
師
」
と
は
原
注
が
述
べ
る
よ

う
に
、
公
子
目
夷
の
こ
と
で
あ
り
、『
左
傳
』
僖
公
九
年
に
「
宋

襄
公
即
位
、
以
公
子
目
夷
為
仁
、
使
為
左
師
以
聽
政
、
於
是
宋

治
。」
と
見
え
る
。

《
原
文　

第
十
五
段
》

魯
哀
公
有
季
孫
、
有
孔
丘
。

《
訓
読
》

魯
の
哀
公
に
季
孫
有
り
、
孔
丘
有
り
。

［
季
孫
］　

原
注
〔
四
一
〕
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
は

「
季
康
子
」
で
あ
ろ
う
。
哀
公
の
治
世
に
お
け
る
季
孫
氏
の
当
主

は
、「
季
康
子
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
原
注
は
『
論
語
』

爲
政
篇
や
『
左
傳
』
哀
公
八
年
、『
國
語
』
魯
語
下
に
、
季
康
子

を
単
に
「
季
孫
」
と
記
す
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
実
は
季
孫
氏
の

時
の
当
主
を
「
季
孫
」
と
だ
け
記
す
例
は
、『
左
傳
』
の
随
所
に

見
ら
れ
る
。
古
今
人
表
で
は
「
中
下
」
と
さ
れ
て
い
る
。

［
孔
丘
］　

孔
子
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、

『
良
臣
』
に
登
場
す
る
名
臣
は
、
み
な
政
治
な
り
外
交
な
り
軍
事

な
り
の
、
国
政
に
参
与
し
て
後
世
に
名
を
遺
し
た
者
た
ち
で
あ

る
。
そ
の
一
員
に
孔
子
が
列
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、『
良
臣
』

が
作
成
さ
れ
る
と
き
、
既
に
孔
子
が
そ
の
よ
う
に
看
做
さ
れ
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（ 98 ）



し
か
し
、
今
に
伝
わ
る
政
治
家
と
し
て
の
孔
子
伝
承
は
、『
史

記
』
孔
子
世
家
に
そ
の
活
躍
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ

は
定
公
の
時
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
戦
国
期
の
文
献
に
は
見

え
な
い
も
の
で
あ
る
。
哀
公
の
治
世
に
あ
っ
て
、
孔
子
が
し
ば
し

ば
哀
公
の
咨
問
に
答
え
、
ま
た
進
言
を
し
て
い
た
こ
と
は
『
論

語
』
な
ど
に
見
え
、
戦
国
期
に
お
い
て
孔
子
が
哀
公
の
相
談
役
と

で
も
言
う
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
、
と
い
う
認
識
が
広
く
存
在
し
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
孔

子
」
は
実
際
に
国
政
に
参
与
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
他
の
名
臣

と
と
も
に
列
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
孔
子
を
尊
楊
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
が
、
た
だ
し
『
良
臣
』
が
儒
家
の
手
に
な
る
、
と
い
う
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
も
し
儒
家
に
よ
っ
て
い
た

な
ら
ば
、
孔
子
を
「
孔
丘
」
と
記
す
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
ま
た

「
孔
子
」
の
扱
い
が
こ
の
程
度

0

0

0

0

に
留
ま
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。

《
余
説
》

そ
も
そ
も
季
康
子
は
、
他
の
諸
侯
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

名
臣
の
よ
う
に
、
何
か
功
績
が
あ
る
の
か
、
と
言
え
ば
、
甚
だ
疑

わ
し
い
。
そ
れ
故
『
漢
書
』
古
今
人
表
に
お
け
る
評
価
も
、「
中

下
」
と
い
う
低
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
ど
う
し
て
『
良

臣
』
に
名
を
記
さ
れ
て
い
る
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
孔
子
と
の

関
係
で
あ
り
、
後
で
登
場
す
る
子
產
と
の
対
比
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
良
臣
』
に
お
い
て
子
產
は
一
際
異
彩
を
放
つ
ほ
ど
の
待
遇
を

受
け
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、「
子
皮
︱
子
產
」
と
い
う
順
で
登

場
す
る
。
こ
れ
は
正
卿
と
な
っ
た
順
序
で
も
あ
る
が
、
こ
の
二
人

は
、
子
皮
が
子
產
の
能
力
を
認
め
て
重
用
し
、
政
権
を
譲
っ
た
と

い
う
関
係
が
あ
る
。
す
る
と
「
季
康
子
︱
孔
子
」
と
い
う
順
序
で

登
場
し
、
且
つ
こ
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
事
情
も
察
せ
ら

れ
よ
う
。
即
ち
季
康
子
は
諸
国
放
浪
中
で
あ
っ
た
孔
子
を
魯
に
迎

え
入
れ
て
お
り
、『
論
語
』
に
は
孔
子
に
政
治
や
学
問
、
道
徳
な

ど
幅
広
い
咨
問
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。
つ
ま
り
季
康
子

は
孔
子
を
認
め
、
之
を
見
い
だ
し
た
人
物
、
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

《
原
文　

第
十
六
段
》

鄭
桓
公
與
周
之
遺
老
史
伯
、
宦
仲
、
虢
叔
、【
八
】
杜
伯
、
後
出
封
。

《
訓
読
》

鄭
の
桓
公
は
周
の
遺
老
史
伯
、
宦
仲
、
虢
叔
、
杜
伯
と
と
も
に
、

後
に
出
封
す
。

［
鄭
桓
公
］　

古
今
人
表
で
は
「
中
中
」
と
い
う
凡
庸
な
評
価
し
か
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さ
れ
て
い
な
い
。
功
績
と
い
う
点
で
は
さ
し
て
み
る
べ
き
伝
承
が

な
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
、『
國
語
』
鄭
語
に
お
け
る
主
役
の
一
人
が

鄭
の
桓
公
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
歴
史

伝
承
の
中
で
は
、
そ
の
存
在
感
は
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

［
宦
仲
］　

周
飛
「
清
華
簡
《
良
臣
》
篇
劄
記
（
5
）
」
は
、『
毛
詩
』

や
金
文
を
根
拠
と
し
、「
南
仲
」
に
比
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

南
仲
は
宣
王
の
時
に
地
位
は
高
く
、
軍
功
も
あ
り
、「
周
之
遺
老
」

と
い
う
表
現
と
も
合
致
す
る
と
い
う
。

［
虢
叔
］　

原
注
〔
四
五
〕
は
、
こ
の
「
虢
叔
」
を
『
國
語
』
周
語

上
に
登
場
す
る
宣
王
の
郷
士
「
虢
文
公
」
と
す
る
。
古
今
人
表
で

は
「
中
上
」
と
い
う
評
価
で
あ
る
。

［
杜
伯
］　

原
注
〔
四
六
〕
は
、
宣
王
の
時
の
臣
と
し
、『
國
語
』

周
語
上
「
杜
伯
射
王
于
鄗
」
の
故
事
を
引
く
。
な
お
、
こ
の
故
事

は
『
墨
子
』
明
鬼
下
に
も
見
え
る
。
古
今
人
表
の
評
価
は
「
中

中
」
で
あ
り
、
凡
庸
で
あ
る
。

［
後
出
封
］　

隸
定
は
「
後
出
邦
」
で
あ
り
、
原
注
〔
四
七
〕
は
、

「
後
」
を
「
後
裔
」
の
意
と
し
、
後
裔
が
周
の
朝
廷
に
留
ら
な

か
っ
た
、と
す
る
。
し
か
し

傑
「
初
讀
清
華
簡
（
叁
）《
良
臣
》、

《
祝
辭
》
筆
記
（
6
）
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
叔
向
」
を
挙
げ
る

時
に
お
け
る
「
後
」
の
用
法
と
合
致
し
な
い
。
陳
偉
「《
清
華
大

學
藏
戰
國
竹
簡
・
良
臣
》
初
讀
︱
在
《
清
華
大
學
藏
戰
國
竹
簡

（
三
）》
成
果
發
布
會
上
的
講
話
（
7
）
」
と

傑
と
が
述
べ
る
よ
う
、

「
邦
」
は
「
封
」
と
読
み
、
桓
公
が
畿
内
の
外
の
鄭
に
封
じ
ら
れ

た
こ
と
を
指
す
、
と
看
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

傑
も
引
く
よ
う

に
、『
周
禮
』
春
官
宗
伯�

典
命
に
「
其
卿
六
命
、
其
大
夫
四
命
、

及
其
出
封
、
皆
加
一
等
。」
同
鄭
注
「
出
封
、
出
畿
內
、
封
於
八

州
之
中
。」
と
あ
る
。
よ
っ
て
原
文
も
改
め
た
次
第
で
あ
る
。

《
原
文　

第
十
七
》

鄭
定
公
之
相
有
子
皮
、
有
子
產
、
有
子
大
叔
。

《
訓
読
》

鄭
の
定
公
の
相
に
子
皮
有
り
、
子
產
有
り
、
子
大
叔
有
り
。

［
鄭
定
公
之
相
］　

先
の
「
堯
之
相
舜
」
と
同
様
に
、
特
殊
な
表
記

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
子
產
ら
こ
そ
が
実
際
の
政
治
を
し
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
左
傳
』
で
も
、

例
え
ば
襄
公
二
十
九
年
に
「
鄭
子
展
卒
、
子
皮
即
位
。」
と
あ
る

よ
う
に
、
子
皮
が
政
権
の
座
に
つ
い
た
こ
と
を
「
即
位
」
と
表
現

し
て
い
る
。
な
お
古
今
人
表
に
お
け
る
鄭
の
定
公
は
、「
中
下
」

と
い
う
低
い
評
価
で
あ
る
。

［
子
皮
］［
子
產
］［
子
大
叔
］　

子
皮
の
古
今
人
表
に
お
け
る
評
価

は
「
中
中
」
で
あ
り
、
子
產
は
「
上
中
」、
子
大
叔
は
「
中
上
」

と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
三
者
の
並
び
は
、
そ
の
ま
ま
鄭
に
お
い
て
正
卿
に
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な
っ
た
順
序
で
も
あ
り
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
子
皮
︱
子

產
」
の
関
係
は
、
子
皮
が
子
產
の
才
を
高
く
評
価
し
、
子
產
を
重

用
し
た
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
側
面
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。『
左
傳
』
に
よ
れ
ば
、
襄
公
三
十
年
に
「
鄭
子
皮
授
子
產

政
。」
と
あ
り
、
子
皮
は
僅
か
一
年
に
し
て
政
権
を
子
產
に
譲
っ

た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
子
大
叔
は
子
產
の
後
継
者
で
あ
り
、
そ
の
活
躍
は
『
左

傳
』
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
た
だ
し
、
子
產
の
遺
言
「
我
死
、

子
必
為
政
。
唯
有
德
者
能
以
寬
服
民
、
其
次
莫
如
猛
。
夫
火
烈
、

民
望
而
畏
之
、
故
鮮
死
焉
、
水
懦
弱
、
民
狎
而
翫
之
、
則
多
死

焉
、
故
寬
難
。（
昭
公
二
十
年
）」
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
失
政

し
た
、
と
い
う
逸
話
も
描
か
れ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
子
產
に
劣
る

人
物
と
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
こ
の
三
者
が
並
び
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
子
產
の

周
辺
を
詳
述
す
る
た
め
に
、
そ
の
前
後
に
お
け
る
鄭
の
執
政
者
を

挙
げ
た
の
で
あ
り
、
子
皮
と
子
大
叔
と
が
直
接
的
に
評
価
さ
れ
て

の
こ
と
と
は
考
え
に
く
い
。

《
原
文　

第
十
八
》

子
產
之
師
、
王
子
【
九
】
伯
願
、
肥
仲
、
杜
逝
、

厈
。

《
訓
読
》

子
產
の
師
は
、
王
子
伯
願
、
肥
仲
、
杜
逝
、

厈
。

［
王
子
伯
願
］　

原
注
〔
五
一
〕
は
、
鄭
に
王
子
氏
が
あ
り
、『
左

傳
』
宣
公
六
年
や
襄
公
八
年
、
十
一
年
に
そ
の
名
が
見
え
る
が
、

『
良
臣
』
に
お
け
る
「
王
子
伯
願
」
そ
の
人
は
未
詳
と
す
る
。
な

お
、
次
に
見
え
る
「
王
子
百
」
も
原
注
〔
五
六
〕
に
お
い
て
、
王

子
氏
で
あ
ろ
う
が
未
詳
の
人
物
と
し
て
い
る
。

［
肥
仲
］［
杜
逝
］［

厈
］　
「
子
產
の
師
」
と
さ
れ
る
人
物
は
、

い
ず
れ
も
未
詳
で
あ
る
。

《
原
文　

第
十
九
》

子
產
之
輔
、
子
羽
、
子
刺
、
蔑
明
、
卑
登
、
富
之

、
王
子
百
。

【
一
〇
】

《
訓
読
》

子
產
の
輔
は
、
子
羽
、
子
刺
、
蔑
明
、
卑
登
、
富
之

、
王
子
百
。

［
子
羽
］　

原
注
〔
五
二
〕
は
「
行
人
子
羽
」
と
す
る
。『
論
語
』

憲
問
篇
に
「
子
曰
、
爲
命
、
卑
諶
草
創
之
、
世
叔
討
論
之
、
行
人

子
羽
脩
飾
之
、
東
里
子
產
潤
色
之
。」
と
あ
り
、
古
今
人
表
で
は

「
中
上
」
と
評
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
孔
子
が
挙
げ
て
い
る
世
叔
は
、

『
良
臣
』
に
見
当
た
ら
な
い
。
或
い
は
未
詳
と
さ
れ
る
人
物
の
い

ず
れ
か
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

［
子
刺
］　

未
詳
。

［
蔑
明
］　

原
注
〔
五
三
〕
に
お
い
て
、
こ
れ
は
「
鬷
蔑
」
で
あ
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り
、「
鬷
明
」「
然
明
」
と
も
称
さ
れ
る
人
物
で
は
な
い
か
、
と
す

る
。「
鬷
蔑
」
は
古
今
人
表
に
お
い
て
「
中
中
」
と
さ
れ
る
人
物

で
あ
る
。

［
卑
登
］　

原
注
〔
五
四
〕
は
、『
左
傳
』
襄
公
二
十
九
、
三
十
一

年
な
ど
や
『
論
語
』
憲
問
篇
に
見
え
る
「
卑
諶
」
と
す
る
。
古
今

人
表
で
は
「
中
上
」
と
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

［
富
之

］　

原
注
〔
五
五
〕
は
、『
左
傳
』
昭
公
十
六
年
に
見
え

る
、
子
產
を
諫
め
た
富
子
と
す
る
。

《
余
説
》

こ
の
鄭
の
桓
公
か
ら
子
產
に
至
る
ま
で
の
特
殊
な
扱
い
が
、

『
良
臣
』
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に

【
説
明
】
に
お
い
て
も
、
作
者
は
鄭
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、
鄭
や
子
產
に
対
し
て
格

別
の
配
慮
を
し
て
い
る
文
献
は
、
実
は
伝
世
文
献
の
『
左
傳
』
や

『
國
語
』
も
同
様
で
あ
る
。［
叔
向
］
の
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

『
左
傳
』
の
中
で
他
と
隔
絶
し
て
発
言
が
多
い
の
は
子
產
で
あ
る

し
、『
國
語
』
に
し
て
も
「
鄭
語
」
の
存
在
が
、
古
来
よ
り
首
を

傾
げ
ら
れ
て
き
た
。
今
後
は
、『
左
傳
』
や
『
國
語
』
の
成
立
事

情
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
鄭
と
子
產
と
に
対

す
る
認
識
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

ま
た
、『
左
傳
』
の
中
に
は
鄭
と
子
產
と
に
関
す
る
情
報
が
多

く
、
鄭
の
七
穆
の
系
譜
や
相
と
な
っ
た
順
序
な
ど
は
、
詳
細
に
復

元
で
き
る
。
し
か
し
、『
良
臣
』
に
お
い
て
子
產
の
周
辺
人
物
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
人
物
に
は
未
詳
も
多
く
、
ま
た
伝
世
文
献
に
見

ら
れ
る
人
物
も
、
参
考
で
は
あ
る
が
古
今
人
表
に
お
け
る
評
に
表

れ
て
い
る
よ
う
に
、
抜
き
ん
で
た
功
績
を
持
た
な
い
人
物
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
子
產
の
周
辺
に
い

た
か
ら
こ
そ
『
良
臣
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
全
て
は

子
產
周
辺
を
詳
し
く
記
述
す
る
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
晉
の

叔
向
も
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
、
特
記
す
る
形
で
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
良
臣
』
の
作
者
が
、
子
產
の
活
躍
し
た

時
代
に
近
い
か
、
ま
た
は
『
左
傳
』
作
成
時
に
参
照
さ
れ
た
史
伝

に
比
べ
て
、
よ
り
詳
細
な
資
料
を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は

確
実
で
あ
ろ
う
。

《
原
文　

第
二
十
》

楚
共
王
有
伯
州
犁
、
以
為
大
宰
。【
一
一
】

《
訓
読
》

楚
の
共
王
に
伯
州
犁
有
り
、
以
て
大
宰
と
為
る
。

［
楚
共
王
］　
「
共
」
字
の
隸
定
は
「
恭
」
で
あ
る
。
さ
て
、
諡
号

の
「
共
」
は
『
左
傳
』
襄
公
十
三
年
「
秋
、
楚
共
王
卒
。
子
囊
謀
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諡
。
大
夫
曰
、「
君
有
命
矣
。」
子
囊
曰
、「
君
命
以
共
、
若
之
何

毀
之
。
赫
赫
楚
國
、
而
君
臨
之
、
撫
有
蠻
夷
、
奄
征
南
海
、
以
屬

諸
夏
、
而
知
其
過
、
可
不
謂
共
乎
。
請
諡
之
「
共
」。」
大
夫
從

之
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
王
の
「
恭
み
」
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。『
左
傳
』
や
『
韓
非
子
』
十
過
篇
は
「
共
王
」
と

記
し
て
い
る
が
、『
良
臣
』
の
字
体
は
「
恭
王
」
と
な
っ
て
お
り
、

『
韓
非
子
』
飾
邪
篇
や
『
淮
南
子
』
氾
論
訓
、
人
間
訓
で
も
「
恭

王
」
に
作
っ
て
い
る
。�

［
有
伯
州
犁
、
以
為
大
宰
］　

原
注
〔
五
七
〕
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
伯
州
犁
は
『
左
傳
』
成
公
十
五
年
、
十
六
年
、
昭
公
元
年
、

『
國
語
』
晉
語
五
な
ど
に
見
え
、
晉
か
ら
楚
に
出
奔
し
、
後
に
大

宰
と
な
っ
た
。『
良
臣
』
に
お
い
て
は
、
楚
の
臣
下
は
「
官
名
＋

人
名
」
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
事
情
か
ら
異

例
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

《
余
説
》

こ
こ
で
再
び
楚
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
奇
妙
で
も
あ
る
。
先

に
「
楚
成
王
」「
楚
昭
王
」
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
時
代
か
ら

言
え
ば
共
王
は
そ
の
間
に
入
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
揚
蒙
生
は
、
こ
れ
を
書
き
漏
ら
し
た
も
の
を
後
か
ら

書
き
足
し
た
、
と
み
て
い
る
。

し
か
し
、「
以
為
大
宰
」
と
い
う
『
良
臣
』
に
お
い
て
他
に
な

い
表
現
形
式
か
ら
は
、
や
は
り
何
か
し
ら
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
伯
州
犁
は
晉
か
ら
楚
へ
亡
命
し
て

き
た
の
で
あ
る
が
、『
良
臣
』
に
使
わ
れ
て
い
る
文
字
に
も
晉
系

の
風
格
が
認
め
ら
れ
、
こ
こ
に
接
点
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

『
良
臣
』
に
見
ら
れ
る
晉
系
文
字
に
つ
い
て
は
、
原
書
【
説
明
】

に
お
い
て
も
「
百
」
字
を
「
全
」
に
作
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
劉
剛
「
清
華
叁
《
良
臣
》
為
具
有
晉
系
文
字
風
格
的
抄

本
補
證
（
8
）
」
が
更
に
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

た
だ
し
、
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
は
、
香
港
の
骨
董
品
市
場
か

ら
買
い
戻
さ
れ
て
清
華
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
出
土

地
点
は
今
な
お
未
詳
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
良
臣
』
が
楚
地
で
作
成

さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
晉
地
か
、
は
た
ま
た
別
の
地
か
は
、
現

時
点
で
は
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
全
て
は
臆
測
で

し
か
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
推
論
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。『
良
臣
』

の
書
写
者
は
、
現
在
は
楚
に
お
り
、
楚
の
臣
名
は
官
職
と
名
と
を

と
も
に
記
し
た
。
出
自
は
晉
か
ら
楚
に
や
っ
て
き
た
一
族
の
流
れ

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
文
字
に
晉
系
の
風
格
が
入
り
交
じ
っ
て
い

る
。
ま
た
、
呉
と
の
抗
争
に
よ
っ
て
直
接
的
被
害
を
受
け
、
呉
王

を
諱
で
呼
び
捨
て
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
た
人
物
が
、
何
ら
か

の
思
い
を
込
め
て
、
か
つ
て
晉
か
ら
楚
に
奔
っ
た
伯
州
犁
が
大
宰

に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
載
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
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四
、
お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
『
清
華
大
學
藏
戰
國
竹
簡
（
叁
）』
所
収
の

『
良
臣
』
に
つ
い
て
、
釈
読
と
内
容
と
に
関
す
る
基
礎
的
な
考
察

を
行
っ
て
き
た
。
君
名
と
臣
名
と
を
列
挙
し
て
い
く
、
と
い
う
単

純
な
形
式
で
あ
る
が
た
め
、
本
稿
で
の
考
察
に
は
多
分
に
読
み
込

み
す
ぎ
の
箇
所
も
存
在
し
よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
単
純
な
内

容
で
あ
っ
て
も
、
人
が
著
述
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は

必
ず
作
者
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
時
代
風
潮
も
作

用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
敢
え
て
踏
み
込
ん
だ
次
第
で
あ

る
。
諸
賢
の
叱
責
を
請
い
た
い
。

さ
て
、
最
後
に
『
良
臣
』
に
見
え
る
「
時
代
意
識
」
に
つ
い

て
、
少
し
ば
か
り
述
べ
て
お
き
た
い
。『
良
臣
』
に
登
場
す
る
春

秋
諸
侯
「
晉
文
公
」「
楚
成
王
」「
楚
共
王
」「
齊
桓
公
」「
呉
王

光
」「
越
王
句
踐
」「
秦
穆
公
」「
宋
襄
公
」「
魯
哀
公
」「
鄭
桓
公
」

「
鄭
定
公
」「
楚
昭
王
」
の
十
二
人
の
う
ち
、
実
に
「
呉
王
光
」

「
越
王
句
踐
」「
魯
哀
公
」「
楚
昭
王
」
の
四
者
が
、
西
暦
前
五
百

年
以
後
ま
で
も
国
君
で
あ
っ
た
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
良
臣
』

の
記
述
は
、
取
り
挙
げ
る
人
物
と
し
て
は
鄭
と
子
產
周
辺
と
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
時
代
は
、
実

は
子
產
の
や
や
後
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
子
產
の
没
年
は
西
暦

前
五
二
二
年
で
あ
る
が
、
最
も
時
代
を
降
る
の
が
「
越
王
句
踐
」

で
あ
り
、
在
位
は
西
暦
前
四
六
四
年
ま
で
、
ま
た
「
魯
哀
公
」
も

ほ
ぼ
同
じ
く
西
暦
前
四
六
七
年
ま
で
で
あ
る
。

そ
し
て
、
位
置
付
け
が
特
殊
で
あ
る
「
鄭
桓
公
」
を
除
け
ば
、

最
も
古
い
諸
侯
は
「
齊
桓
公
」
に
な
る
。
つ
ま
り
、『
良
臣
』
の

後
半
部
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
時
代
は
、「
齊
桓
公
」
か
ら

「
魯
哀
公
」
ま
で
、
と
も
言
い
直
せ
よ
う
。
清
華
大
學
藏
戰
國
竹

簡
（
壹
）
所
収
の
『
楚
居
』
は
、
楚
の
悼
王
を
「
悼
哲
王
」
と
諡

號
で
記
載
し
て
お
り
、
粛
王
以
後
の
治
世
以
後
に
副
葬
さ
れ
た
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
炭
素
十
四
測
定
法
で
は
西
暦
前
三
〇

五
±
三
〇
年
に
書
写
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、『
良
臣
』
は
、

意
図
的
に
魯
の
哀
公
で
記
述
す
る
時
代
を
区
切
っ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
を
聞
け
ば
、
誰
も
が
即
座
に
『
左
傳
』
を
脳
裏
に
浮
か

べ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
馬
王
堆
帛
書
『
春
秋
事
語
』
と
い
う
史
書
が
あ

る
。
全
十
六
章
か
ら
な
る
こ
の
書
は
、
春
秋
時
代
に
お
け
る
事
件

を
記
す
も
の
だ
が
、
各
章
に
つ
な
が
り
は
な
く
、
配
列
も
国
別
、

時
代
順
な
ど
と
い
う
規
則
性
が
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
魯
の
隠
公

即
位
か
ら
、
西
暦
前
四
五
三
年
の
晉
に
お
い
て
韓
魏
趙
の
三
氏
が

知
伯
を
攻
め
た
こ
と
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
野
間

文
史
『
馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書　

春
秋
事
後
（
9
）
』
は
、「
あ

た
か
も
『
左
伝
』
が
記
述
す
る
時
代
に
ぴ
っ
た
り
と
重
な
る
。
こ
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れ
は
や
は
り
偶
然
の
一
致
で
は
あ
る
ま
い
。『
事
語
』
は
後
世
の

い
わ
ゆ
る
春
秋
時
代
を
一
つ
の
画
期
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

と
述
べ
る
の
だ
が
、
こ
の
書
の
成
立
に
つ
い
て
野
間
は
、「
諸
家

の
見
解
を
総
合
す
れ
ば
、『
春
秋
事
語
』
は
少
な
く
と
も
始
皇
帝

以
前
に
著
作
さ
れ
、
漢
の
高
祖
の
初
年
ま
で
に
、
楚
の
地
で
抄
写

さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
解
説
す
る
。

さ
て
、
記
載
さ
れ
る
時
代
が
重
な
り
あ
う
『
左
伝
』
と
『
良

臣
』、『
春
秋
事
語
』
と
で
あ
る
が
、
更
に
鄭
国
に
対
し
て
特
殊
な

扱
い
を
す
る
文
献
と
し
て
、「
春
秋
外
伝
」
た
る
『
國
語
』
が
あ

る
。
そ
の
鄭
語
は
「
鄭
桓
公
」
と
「
史
伯
」
と
の
対
話
で
あ
り
、

こ
れ
が
『
國
語
』
に
お
い
て
、
西
周
時
代
の
末
尾
に
位
置
す
る
。

そ
し
て
『
良
臣
』
で
も
、「
鄭
桓
公
」
と
「
史
伯
」
と
は
、「
齊
桓

公
」
以
後
と
「
西
周
」
以
前
と
の
分
水
嶺
と
し
て
登
場
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
一
連
の
史
書
に
お
け
る
奇
妙
な
符
合
に
つ
い
て

は
、
稿
を
変
え
て
論
じ
た
い
。
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